
や
な
ぎ
も
と
・
み
ち
ひ
こ

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
。
著
書
に
『
台
湾
・
霧
社
に
生

き
る
』『
台
湾
先
住
民
・
山
の
女
た
ち
の
聖
戦
』『
タ
ロ

コ
峡
谷
の
閃
光
』（
以
上
現
代
書
館
）、『
台
湾
革
命
』（
集

英
社
新
書
）、『
明
治
の
冒
険
科
学
者
た
ち
』（
新
潮
新
書
）

な
ど
。
元
日
本
軍
人
軍
属
の
最
期
の
声
を
綴
っ
た
「
台
湾

戦
後
65
年http://w

w
w
.taiw

ansengo.jp

」を
更
新
中
。

柳本 通彦
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労
働
三
法
改
正

　
さ
る
５
月
１
日
、
メ
ー
デ
ー
を
選
ん
で
新

し
い
労
働
三
法
が
施
行
さ
れ
た
。
馬
英
九
総

統
は
そ
の
日
の
集
会
で
、
こ
れ
を
台
湾
労
働

史
上
の
奇
跡
と
自
画
自
賛
し
た
。

　

台
湾
で
は
、
毎
年
メ
ー
デ
ー
の
日
に
は
、

社
長
推
選
の
模
範
労
働
者
が
表
彰
さ
れ
る
な

ど
、
労
働
運
動
と
い
え
ど
も
行
政
が
音
頭
を

取
る
国
民
運
動
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し

今
回
、
１
９
３
０
年
代
に
大
陸
で
制
定
さ
れ

た
集
団
労
働
法
が
よ
う
や
く
全
面
改
訂
さ
れ
、

台
湾
で
は
史
上
初
め
て
労
働
三
権
（
団
結

権
・
交
渉
権
・
争
議
権
）
が
基
本
的
に
保
障

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

　
な
か
で
も
、
労
働
組
合
法
の
改
正
に
よ
っ

て
、
労
働
者
に
自
由
裁
量
で
労
組
を
結
成
で

き
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
う
え
、
儒
教
道
徳

に
縛
ら
れ
る
学
校
教
師
に
も
初
め
て
団
結
権

が
認
め
ら
れ
た
意
義
は
大
き
い
。

　
従
来
、
労
働
組
合
の
組
織
は
、
各
会
社
・

各
工
場
に
一
組
合
と
制
限
さ
れ
て
い
た
。
県

単
位
や
全
国
規
模
の
連
合
組
織
も
、
一
つ
の

組
織
に
限
ら
れ
て
い
た
。

か
ら
、
果
た
し
て
ど
の
程
度
成
果
が
あ
る
の

か
、
前
途
は
険
し
い
と
い
う
声
も
あ
る
。

　
さ
ら
に
外
国
人
労
働
者
を
ど
う
扱
う
か
が

未
解
決
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。

　
台
北
市
中
山
北
路
の
中
心
部
に
つ
ら
な
る

英
語
の
看
板
、
そ
し
て
店
舗
。
日
ご
ろ
は
閑

散
と
し
て
い
る
が
、
日
曜
日
に
な
る
と
、
こ

の
一
帯
に
大
勢
の「
労
働
者
」が
集
ま
る
。「
労

働
者
」
は
労
働
者
で
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
と
い
っ
た
東
南
ア
ジ
ア
の
人
た

ち
で
あ
る
。

　

現
在
、
合
法
的
に
就
労
し
て
い
る
外
国

人
労
働
者
だ
け
で
も
、
約
40
万
人
。
人
口

２
３
０
０
万
人
の
２
％
近
く
に
達
す
る
。
彼

ら
が
台
湾
経
済
を
底
辺
で
支
え
て
い
る
と
も

言
え
よ
う
。
決
し
て
労
働
基
本
権
の
法
外
に

捨
て
置
い
て
よ
い
比
重
で
は
な
い
。

　

彼
ら
の
就
労
期
間
は
２
年
あ
る
い
は

３
年
。
月
給
は
１
万
５
８
４
０
元
（
約

４
万
４
０
０
０
円
）
と
一
律
に
規
定
さ
れ
て

い
る
。
し
か
も
、
来
台
後
半
年
分
の
収
入
は

母
国
で
の
手
続
費
な
ど
に
消
え
て
し
ま
う
と

い
う
。 

　
職
場
の
劣
悪
な
環
境
に
抗
議
す
る
事
件
も

少
な
く
な
い
が
、
彼
ら
に
は
団
結
権
も
争
議

権
も
な
い
。
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
「
騒
乱
」

と
し
て
扱
わ
れ
る
。
今
年
は
、
戒
厳
令
解
除

か
ら
二
十
四
年
目
を
迎
え
た
が
、
経
済
上
の

国
際
競
争
力
と
万
民
に
平
等
な
仕
組
み
の
両

立
は
、
両
岸
と
も
に
な
か
な
か
の
難
題
の
よ

う
で
あ
る
。

　
統
計
を
み
れ
ば
、
組
織
労
働
者
は
50
万
人

あ
ま
り
、
民
間
雇
用
労
働
者
の
お
よ
そ
７
％

に
過
ぎ
な
い
の
に
、
法
律
上
、
労
組
へ
の
加

入
は
、
労
働
者
の
「
義
務
」
と
さ
れ
て
い
た
。

労
働
組
合
と
い
う
よ
り
は
「
生
徒
会
」
に
近

い
。
開
発
独
裁
時
代
の
職
工
管
理
の
仕
組
み

が
戒
厳
令
解
除
後
も
二
十
余
年
、
続
い
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
ち
ら
の
会
社
員
は
不
当
な
扱
い
を
受

け
る
と
、
労
組
に
訴
え
る
と
い
う
よ
り
、
自

治
体
や
政
府
の
機
関
に
苦
情
を
申
し
立
て

る
。
ま
た
対
等
に
話
し
合
う
関
係
が
な
い
た

め
、
か
え
っ
て
労
働
基
準
法
が
唯
一
の
労
使

関
係
の
憲
法
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
き
た
と
い

う
皮
肉
も
あ
る
よ
う
だ
。

　
こ
う
し
た
前
近
代
的
体
制
が
抜
本
的
に
転

換
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
馬
英
九
総
統

が
い
う
よ
う
に
、
ほ
ん
と
う
に
「
奇
跡
」
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
公
務
員
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
労

働
運
動
に
参
加
し
た
経
験
が
な
く
、
ま
た
大

半
が
中
小
零
細
企
業
に
就
労
し
て
い
る
現
状

市内に外国人労働者目当ての商店も多い
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